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(57)【要約】
【課題】外部から吸い込んだ車室外空気に車室内空気が
混入してしまうことを抑制可能な遠心送風機を提供する
。
【解決手段】送風機１のファン３０は、複数の第１ブレ
ード３１と、複数の第２ブレード３２と、分割板３４と
、を含んでいる。スクロールケーシング５０の内側には
、空気の通風路５３を第１通風路５３１と第２通風路５
３２とに仕切る仕切板５７が設けられている。分割板３
４は、径方向ＤＲｒの外側に位置する後縁板部３４２を
有する。後縁板部３４２は、径方向ＤＲｒの外側の端部
が仕切板５７におけるファン３０に対向する上流縁部５
７１よりも径方向ＤＲｒの外側であって上流縁部５７１
よりも軸方向ＤＲａの他方側に位置付けられている。仕
切板５７には、後縁板部３４２よりも径方向ＤＲｒの外
側に、後縁板部３４２と仕切板５７との隙間に向かう車
室内空気の向きを仕切板５７から離れる方向に転向させ
る気流転向部８０が設けられている。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車室外空気および車室内空気を区別して同時に吸入することが可能な送風機であって、
　ファン軸心（ＣＬ）の軸方向（ＤＲａ）の一方側から吸い込んだ空気を前記ファン軸心
から遠ざかる方向に向けて吹き出すファン（３０）と、
　前記ファンを収容し、前記ファンに対して前記軸方向の一方側に前記ファンへ吸い込ま
れる空気の吸込口（３１）が形成されたケーシング（５０）と、
　前記ファンの径方向の内側に配置される筒状部（７２）を含み、前記車室外空気を前記
筒状部の外側に流し、且つ、前記車室内空気を前記筒状部の内側を流すことで、前記車室
外空気と前記車室内空気とを分離する分離筒（７０）と、を備え、
　前記ファンは、
　前記ファン軸心の周りに配置された複数の第１ブレード（３１）と、
　前記ファン軸心の周りに配置されて複数の前記第１ブレードに対して前記軸方向の他方
側に位置する複数の第２ブレード（３２）と、
　複数の前記第１ブレードと複数の前記第２ブレードとを接続するとともに複数の前記第
１ブレードの相互間に形成される第１翼通路（３１０）を流れる前記車室外空気と複数の
前記第２ブレードの相互間に形成される第２翼通路（３２０）を流れる前記車室内空気と
の混合を抑える分割板（３４）と、を含み、
　前記ケーシングの内側には、前記ファンを基準として前記径方向の外側に前記ファンか
ら吹き出された空気の通風路が形成されるとともに、前記通風路（５３）を前記車室外空
気が流入する第１通風路（５３１）と前記車室内空気が流入する第２通風路（５３２）と
に仕切る仕切板（５７）が設けられ、
　前記分割板は、前記第１ブレードに対して前記径方向の外側に位置する後縁板部（３４
２）を有し、
　前記後縁板部は、前記後縁板部における前記径方向の外側の端部が前記仕切板における
前記ファンに対向する上流縁部（５７１）よりも前記径方向の外側であって前記上流縁部
よりも前記軸方向の他方側に位置付けられており、
　前記仕切板には、前記後縁板部よりも前記径方向の外側に、前記後縁板部と前記仕切板
との隙間に向かう前記車室内空気の向きを前記仕切板から離れる方向に転向させる気流転
向部（８０）が設けられている、送風機。
【請求項２】
　前記仕切板は、前記上流縁部から前記気流転向部に至る上流部位（５７０）を有し、前
記上流部位と前記気流転向部との間に形状が変化する変化点があり、前記変化点における
前記気流転向部の前記上流部位に対する傾き角度（θｓ）が、前記変化点と前記後縁板部
の下流側の端部とを結ぶ仮想線の前記上流部位に対する傾き角度（θｖ）に比べて大きく
なっている、請求項１に記載の送風機。
【請求項３】
　前記気流転向部は、前記軸方向の他方側から一方側に向けて窪んだ窪部（８１）を含ん
でいる、請求項１または２に記載の送風機。
【請求項４】
　前記気流転向部は、前記上流部位に対して前記軸方向の一方側にオフセットされたオフ
セット部（８２）および前記オフセット部と前記上流部位とを接続する接続部（８３）を
含んでいる、請求項２に記載の送風機。
【請求項５】
　前記気流転向部は、前記径方向の内側に比べて前記径方向の外側が前記軸方向の一方側
に位置するように傾斜した傾斜部（８４）を含んでいる、請求項１または２に記載の送風
機。
【請求項６】
　前記気流転向部は、前記軸方向の他方側に向けて突き出るリブ（８５）を含んでいる、
請求項１または２に記載の送風機。
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【請求項７】
　前記リブは、前記軸方向の寸法としてのリブ高さが、前記仕切板における前記後縁板部
に対向する面と前記後縁板部における前記仕切板に対向する対向面の反対側の面との前記
軸方向の間隔よりも小さくなっている、請求項６に記載の送風機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、送風機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、車室内空気（以下、内気とも呼ぶ。）および車室外空気（以下、外気とも呼ぶ。
）を区別して同時に吸入することが可能な片側吸込式の遠心送風機が知られている（例え
ば、特許文献１参照）。
【０００３】
　特許文献１記載の遠心送風機の羽根車は、軸方向の一方側に位置する複数の第１翼の間
の空間と軸方向の他方側に位置する複数の第２翼の間の空間とが分割部材によって分割さ
れている。また、羽根車を収容するスクロールケーシングは、羽根車の径方向の外側に形
成される空気流路が、仕切壁により羽根車の軸方向の一方の第１空気流路と軸方向の他方
の第２空気流路とに仕切られている。さらに、羽根車の径方向の内側には、外部から取り
入れられた空気を第１空気流路と第２空気流路に分離して流す分離筒が配置されている。
これにより、遠心送風機は、外気を分離筒の外側および羽根車を介して第１空気流路に流
しつつ、内気を分離筒の内側および羽根車を介して第２空気流路に流すことが可能になっ
ている。
【０００４】
　特許文献１には、分割部材のうち半径方向の内側の縁部が仕切壁のうち羽根車に対向す
る壁縁部より軸方向の一方側に位置し、且つ、分割部材のうち半径方向の外側の縁部が壁
縁部よりも外側であって壁縁部よりも軸方向の他方側に位置するものが例示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１９－４４７３９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、特許文献１には、第１翼の下流側での圧力と第２翼の下流側での圧力との関
係について何ら検討されていない。このため、何らかの要因によって、第１翼の下流側で
の圧力よりも第２翼の下流側での圧力が大きくなると、第２空気流路を流れる内気が分割
部材と仕切壁との隙間を介して第１空気流路に流入し易くなる。
【０００７】
　本開示は、外部から吸い込んだ車室外空気に車室内空気が混入してしまうことを抑制可
能な遠心送風機を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　請求項１に記載の発明は、
　車室外空気および車室内空気を区別して同時に吸入することが可能な送風機であって、
　ファン軸心（ＣＬ）の軸方向（ＤＲａ）の一方側から吸い込んだ空気をファン軸心から
遠ざかる方向に向けて吹き出すファン（３０）と、
　ファンを収容し、ファンに対して軸方向の一方側にファンへ吸い込まれる空気の吸込口
（３１）が形成されたケーシング（５０）と、
　ファンの径方向の内側に配置される筒状部（７２）を含み、車室外空気を筒状部の外側
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に流し、且つ、車室内空気を筒状部の内側を流すことで、車室外空気と車室内空気とを分
離する分離筒（７０）と、を備え、
　ファンは、
　ファン軸心の周りに配置された複数の第１ブレード（３１）と、
　ファン軸心の周りに配置されて複数の第１ブレードに対して軸方向の他方側に位置する
複数の第２ブレード（３２）と、
　複数の第１ブレードと複数の第２ブレードとを接続するとともに複数の第１ブレードの
相互間に形成される第１翼通路（３１０）を流れる車室外空気と複数の第２ブレードの相
互間に形成される第２翼通路（３２０）を流れる車室内空気との混合を抑える分割板（３
４）と、を含み、
　ケーシングの内側には、ファンを基準として径方向の外側にファンから吹き出された空
気の通風路が形成されるとともに、通風路（５３）を車室外空気が流入する第１通風路（
５３１）と車室内空気が流入する第２通風路（５３２）とに仕切る仕切板（５７）が設け
られ、
　分割板は、第１ブレードに対して径方向の外側に位置する後縁板部（３４２）を有し、
　後縁板部は、後縁板部における径方向の外側の端部が仕切板におけるファンに対向する
上流縁部（５７１）よりも径方向の外側であって上流縁部よりも軸方向の他方側に位置付
けられており、
　仕切板には、後縁板部よりも径方向の外側に、後縁板部と仕切板との隙間に向かう車室
内空気の向きを仕切板から離れる方向に転向させる気流転向部（８０）が設けられている
、送風機。
【０００９】
　これによると、後縁板部と仕切板との隙間に向かう車室内空気の向きが気流転向部によ
って仕切板から離れる方向に転向されることで、車室内空気が後縁板部と仕切板との隙間
に流入し難くなる。これにより、後縁板部と仕切板との隙間を介した車室内空気の第１通
風路への流入が抑えられる。すなわち、外部から吸い込んだ車室外空気に車室内空気が混
入してしまうことを抑制することができる。
【００１０】
　なお、各構成要素等に付された括弧付きの参照符号は、その構成要素等と後述する実施
形態に記載の具体的な構成要素等との対応関係の一例を示すものである。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】第１実施形態に係る遠心送風機の概略構成図である。
【図２】第１実施形態に係る遠心送風機の一部を示す模式図である。
【図３】図２のＩＩＩ部分の拡大図である。
【図４】第２実施形態に係る遠心送風機の一部を示す模式図である。
【図５】図４のＶ部分の拡大図である。
【図６】第３実施形態に係る遠心送風機の一部を示す模式図である。
【図７】図６のＶＩＩ部分の拡大図である。
【図８】第４実施形態に係る遠心送風機の一部を示す模式図である。
【図９】図８のＩＸ部分の拡大図である。
【図１０】第５実施形態に係る遠心送風機の一部を示す模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本開示の実施形態について図面を参照して説明する。なお、以下の実施形態にお
いて、先行する実施形態で説明した事項と同一もしくは均等である部分には、同一の参照
符号を付し、その説明を省略する場合がある。また、実施形態において、構成要素の一部
だけを説明している場合、構成要素の他の部分に関しては、先行する実施形態において説
明した構成要素を適用することができる。以下の実施形態は、特に組み合わせに支障が生
じない範囲であれば、特に明示していない場合であっても、各実施形態同士を部分的に組
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み合わせることができる。
【００１３】
　（第１実施形態）
　本実施形態について、図１～図３を参照しつつ説明する。本実施形態では、本開示の送
風機１を、外気および内気を区分して車室内へ吹き出すことが可能な内外気二層式の車両
用空調装置に適用した例について説明する。
【００１４】
　車両用空調装置は、図示しないが、デフロスタ吹出口とベント吹出口とフット吹出口と
を有し、それぞれの吹出口から車両のフロントウインドウ、乗員の上半身および乗員の足
元に向けて送風する。
【００１５】
　図１に示すように、送風機１は、内外気箱１０、フィルタ２０、ファン３０、電動モー
タ４０、スクロールケーシング５０、分離筒７０を含んで構成されている。送風機１は、
ファン軸心ＣＬの方向が鉛直方向に一致するように配置されている。なお、車両用空調装
置が実際に車両に搭載された場合にファン軸心ＣＬの方向が鉛直方向に一致するものと限
定されるわけではない。
【００１６】
　ここで、本明細書では、説明の便宜上、ファン３０の回転中心となるファン軸心ＣＬに
沿う方向を軸方向ＤＲａと呼ぶ。また、本明細書においては、特別な注記がない限り、フ
ァン軸心ＣＬ上の任意の点を中心としてファン軸心ＣＬと直交する平面上に描かれた円の
半径の方向を径方向ＤＲｒと呼び、当該円の円周方向を周方向と呼ぶ。
【００１７】
　内外気箱１０は、送風機１において上方側に配置されている。内外気箱１０の上面には
、第１外気導入口１１、第２外気導入口１２、第１内気導入口１３、および第２内気導入
口１４が形成されている。第１外気導入口１１および第２外気導入口１２は、内外気箱１
０の内側に外気を導入するための開口である。第１内気導入口１３および第２内気導入口
１４は、内外気箱１０の内側に内気を導入するための開口である。
【００１８】
　内外気箱１０の内側には、外気ドア１５、内外気ドア１６、および内気ドア１７が設け
られている。外気ドア１５は、第１外気導入口１１を開閉するドアである。内外気ドア１
６は、第２外気導入口１２および第１内気導入口１３を選択的に開閉するドアである。内
気ドア１７は、第２内気導入口１４を開閉するドアである。外気ドア１５および内気ドア
１７はバタフライドアで構成されている。内外気ドア１６は、ロータリドアで構成されて
いる。
【００１９】
　送風機１は、内外気箱１０を備えることで、内気と外気とを区別して同時に吸入するこ
とが可能になっている。なお、外気ドア１５および内気ドア１７は、バタフライドア以外
のドア（例えば、ロータリドア）で構成されていてもよい。また、内外気ドア１６は、ロ
ータリドア以外のドア（例えば、バタフライドア）で構成されていてもよい。
【００２０】
　フィルタ２０は、内外気箱１０の下方に配置されている。フィルタ２０は、水平方向に
略平行となる姿勢で配置されている。フィルタ２０は、内外気箱１０から導入された空気
を濾過してパーティクル等の汚染物質を除去するものである。
【００２１】
　ファン３０は、ファン軸心ＣＬの軸方向ＤＲａの一方側から吸い込み、吸い込んだ空気
をファン軸心ＣＬから遠ざかる方向に向けて吹き出す遠心ファンである。ファン３０は、
シロッコファンで構成されている。なお、ファン３０は、シロッコファンに限らず、ラジ
アルファン、ターボファン等で構成されていてもよい。
【００２２】
　ファン３０は、複数の第１ブレード３１、複数の第２ブレード３２、主板３３、および
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分割板３４を有している。複数の第１ブレード３１は、ファン軸心ＣＬの周りに並んで配
置されている。複数の第１ブレード３１の相互間には、空気が流れる第１翼通路３１０が
形成される。
【００２３】
　複数の第２ブレード３２は、ファン軸心ＣＬの周りに並んで配置されている。複数の第
２ブレード３２は、複数の第１ブレード３１に対して軸方向ＤＲａの他方側に位置付けら
れている。複数の第２ブレード３２の相互間には、空気が流れる第２翼通路３２０が形成
される。
【００２４】
　主板３３は、ファン軸心ＣＬを中心とする円盤状の部材で構成されている。主板３３は
、その中心部に電動モータ４０のシャフト４２が相対回転不能に連結されるボス部３３１
が設けられている。主板３３は、ファン３０の径方向ＤＲｒの外側の部位に複数の第２ブ
レード３２の下端部が固定されている。
【００２５】
　分割板３４は、複数の第１ブレード３１と複数の第２ブレード３２とを接続する部材で
ある。分割板３４は、複数の第１ブレード３１の相互間に形成される第１翼通路３１０を
流れる空気と、複数の第２ブレード３２の相互間に形成される第２翼通路３２０を流れる
空気との混合を抑える部材でもある。分割板３４は、ファン軸心ＣＬを中心とするリング
状の部材で構成されている。分割板３４には、軸方向ＤＲａの一方側の板面に複数の第１
ブレード３１の下端部が固定され、軸方向ＤＲａの他方側の板面に複数の第２ブレード３
２の上端部が固定されている。
【００２６】
　このように構成されるファン３０は、複数の第１ブレード３１、複数の第２ブレード３
２、主板３３、および分割板３４が、射出成形等の成形技術によって一体に成形された一
体成形物として構成されている。
【００２７】
　電動モータ４０は、ファン３０を回転させる電動機である。電動モータ４０は、ファン
３０を回転させるための動力を発生させる本体部４１、本体部４１の動力によって回転す
るシャフト４２を有している。
【００２８】
　シャフト４２は、本体部４１から軸方向ＤＲａの一方側に向かって延伸している。シャ
フト４２は、モータキャップ４３によって主板３３に固定されている。これにより、シャ
フト４２が回転すると、ファン３０が回転する。
【００２９】
　スクロールケーシング５０は、内部にファン３０が収容されるケーシングである。スク
ロールケーシング５０は、ファン３０から放射状に吹き出される気流をファン３０の周方
向への流れに整流する働きをする。スクロールケーシング５０は、ファン３０に対して径
方向ＤＲｒの外側に渦巻き状の通風路５３を形成する。
【００３０】
　スクロールケーシング５０は、図示しないが、車両用空調装置の空調ユニットに向けて
空気を吹き出す吐出路が形成されている。これにより、スクロールケーシング５０の内側
を流れる空気は、空調ユニットに導入される。図示しない空調ユニットは、送風機１から
導入された空気を所望の温度に調整して車室内へ吹き出すものである。空調ユニットは、
蒸発器、ヒータコア等の熱交換器によって送風機１から導入された空気を所望の温度に調
整する。
【００３１】
　スクロールケーシング５０は、ファン３０に対して軸方向ＤＲａの一方側となる上方に
吸込口形成部６０が設けられている。吸込口形成部６０は、スクロールケーシング５０に
おいて上方側の端面を形成する部位である。吸込口形成部６０の略中央部分には、ファン
３０への空気の吸込口６１が形成されている。
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【００３２】
　吸込口形成部６０は、吸込口６１の周縁部に吸込口６１に向けて空気を案内するベルマ
ウス６２が設けられている。ベルマウス６２は、吸込口６１に空気が円滑に流れるように
、断面形状が円弧状に湾曲している。これにより、フィルタ２０を通過した空気は、ベル
マウス６２からファン３０に吸い込まれる。
【００３３】
　吸込口形成部６０には、前述の内外気箱１０およびフィルタ２０を取り付けるための取
付枠６３が設けられている。取付枠６３に対して内外気箱１０およびフィルタ２０が取り
付けられている。
【００３４】
　スクロールケーシング５０の内側には、通風路５３を上下の第１通風路５３１と第２通
風路５３２に仕切る仕切板５７が設けられている。仕切板５７は、ファン３０の分割板３
４に対応する位置に設けられている。仕切板５７は、例えば、ファン３０の径方向ＤＲｒ
において分割板３４と重なり合うように設けられている。これにより、ファン３０の第１
翼通路３１０を通過する空気が第１通風路５３１に流れる。また、ファン３０の第２翼通
路３２０を通過する空気が第２通風路５３２に流れる。
【００３５】
　スクロールケーシング５０の内側には、吸込口６１を介して、分離筒７０が挿入されて
いる。分離筒７０は、軸方向ＤＲａに延伸する筒状の部材である。分離筒７０は、軸方向
ＤＲａの両端に位置する部位が開口している。吸込口６１を通過する空気は、分離筒７０
によって、分離筒７０の内側を通る内側空気と分離筒７０の外側を通る外側空気とに分離
される。分離筒７０は、少なくとも一部がファン３０の内側に配置される筒状部７２、筒
状部７２におけるファン３０に対して軸方向ＤＲａの一方側に位置する筒上端部７１を有
する。筒上端部７１および筒状部７２は、一体に成形される一体成形物として構成されて
いる。なお、分離筒７０は、別体に形成された筒上端部７１と筒状部７２とが連結されて
いてもよい。
【００３６】
　分離筒７０の断面形状は、筒上端部７１から筒状部７２に近づくにつれて、矩形から円
形または概ね円形に滑らかに推移する。分離筒７０は、筒状部７２の下端に近づくに従っ
て拡径するフレア形状になっている。
【００３７】
　具体的には、筒上端部７１には、筒状部７２の内側に空気を導入するための空気入口７
１０が形成されている。空気入口７１０は、内外気箱１０の第２外気導入口１２および第
１内気導入口１３に導入された空気が流れ込むように、第２外気導入口１２および第１内
気導入口１３の下方に開口している。
【００３８】
　筒上端部７１は、吸込口形成部６０と内外気箱１０との間であって、吸込口６１および
吸込口形成部６０の一部と重なり合う位置に配置されている。筒上端部７１は、吸込口６
１およびベルマウス６２の略半分を覆っている。
【００３９】
　筒上端部７１は、ファン３０に対して軸方向ＤＲａの一方側から見た際の外形が略矩形
状に形成されている。また、筒上端部７１は、少なくとも一部が、ファン３０に対して径
方向ＤＲｒから見た際の外形が軸方向ＤＲａに厚みを有する板状に形成されている。
【００４０】
　筒状部７２は、筒上端部７１に連なる上方部位７２１がファン軸心ＣＬに沿って延びて
いる。また、筒状部７２の下方部位７２２は、軸方向ＤＲａの他方側ほど径方向ＤＲｒへ
拡がった形状になっている。下方部位７２２の下端部には、分離筒７０の内側から空気を
流出させる空気出口７２０が形成されている。
【００４１】
　下方部位７２２の下端部は、ファン３０の分割板３４に対応する位置に設けられている
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。下方部位７２２の下端部は、例えば、径方向ＤＲｒにおいて分割板３４と重なり合うよ
うに設けられている。これにより、分離筒７０の内側を通る内側空気は、ファン３０の第
２翼通路３２０に流れる。また、分離筒７０の外側を通る外側空気は、ファン３０の第１
翼通路３１０に流れる。
【００４２】
　このように構成される送風機１は、空気の吸込モードとして、外気を吸い込む外気モー
ド、内気を吸い込む内気モード、および外気と内気とを区分して同時に吸い込む内外気モ
ードに設定可能になっている。
【００４３】
　外気モードは、内外気箱１０の内側に外気だけを導入するモードである。送風機１は、
外気モード時に、第１外気導入口１１を開放する位置に外気ドア１５が変位し、第２外気
導入口１２を開放する位置に内外気ドア１６が変位し、第２内気導入口１４を閉塞する位
置に内気ドア１７が変位するように構成されている。
【００４４】
　内気モードは、内外気箱１０の内側に内気だけを導入するモードである。送風機１は、
内気モード時に、第１外気導入口１１を閉塞する位置に外気ドア１５が変位し、第１内気
導入口１３を開放する位置に内外気ドア１６が変位し、第２内気導入口１４を開放する位
置に内気ドア１７が変位するように構成されている。
【００４５】
　内外気モードは、内外気箱１０の内側に外気および内気を導入するモードである。送風
機１は、内外気モード時に、第１外気導入口１１を開放する位置に外気ドア１５が変位し
、第１内気導入口１３を開放する位置に内外気ドア１６が変位し、第２内気導入口１４を
閉塞する位置に内気ドア１７が変位するように構成されている。
【００４６】
　送風機１は、内外気モード時に電動モータ４０からの出力によってファン３０が回転す
ると、第１外気導入口１１から外気が導入されるとともに、第１内気導入口１３から内気
が導入される。
【００４７】
　第１外気導入口１１から導入された外気は、図１の矢印Ｆａｏで示すように、フィルタ
２０のうち筒上端部７１と軸方向ＤＲａに重ならない領域を通過した後、分離筒７０の外
側を介してファン３０の第１翼通路３１０に吸い込まれる。第１翼通路３１０に吸い込ま
れた外気は、第１通風路５３１に吹き出される。
【００４８】
　一方、第１内気導入口１３から導入された内気は、図１の矢印Ｆａｉで示すように、分
離筒７０の内側を介してファン３０の第２翼通路３２０に吸い込まれる。第２翼通路３２
０に吸い込まれた内気は、第２通風路５３２に吹き出される。
【００４９】
　図示しないが、第１通風路５３１を流れる外気および第２通風路５３２を流れる内気は
、スクロールケーシング５０から空調ユニットに導入され、空調ユニットの内部で所望の
温度に調整された後、異なる吹出口から車室内へ吹出される。
【００５０】
　ここで、車両用空調装置は、内外気モードで運転される際、フロントガラスの曇りを防
止するよう、乾燥した外気をフロントガラスに当てる。しかしながら、フロントガラスに
当てる外気に湿潤な内気が混入すると、車両用空調装置のフロントガラス曇り防止の効果
が低減される虞がある。
【００５１】
　このような事情を考慮して、送風機１は、外気に内気が混入してしまうことを抑制可能
に構成されている。このことについては、以下、図２および図３を参照しつつ説明する。
【００５２】
　図２および図３に示すように、ファン３０は、第２ブレード３２の前縁３２１から後縁
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３２２までの翼弦長が第１ブレード３１の前縁３１１から後縁３１２までの翼弦長よりも
大きくなっている。そして、第２ブレード３２の後縁３２２が第１ブレード３１の後縁３
１２よりも径方向ＤＲｒの外側に位置している。
【００５３】
　ファン３０の分割板３４は、径方向ＤＲｒの外側の部位が、仕切板５７の上流縁部５７
１よりも径方向ＤＲｒの外側に位置するとともに、当該上流縁部５７１よりも軸方向ＤＲ
ａの他方側に位置している。
【００５４】
　ここで、仕切板５７の上流縁部５７１は、仕切板５７のうちファン３０に対向する部位
である。すなわち、上流縁部５７１は、仕切板５７における径方向ＤＲｒの内側の端部で
ある。
【００５５】
　具体的には、分割板３４は、径方向ＤＲｒの内側の部位である前縁板部３４１、径方向
ＤＲｒの外側の部位である後縁板部３４２、および前縁板部３４１と後縁板部３４２を接
続する中間板部３４３を有する。
【００５６】
　前縁板部３４１は、分割板３４において、第１ブレード３１の前縁３１１から後縁３１
２まで延びる部位である。前縁板部３４１は、径方向ＤＲｒに沿って延びている。前縁板
部３４１は、上流縁部５７１よりも軸方向ＤＲａの一方側に位置している。
【００５７】
　中間板部３４３は、第１ブレード３１の後縁３１２と軸方向ＤＲａに重なり合うように
、軸方向ＤＲａに沿って延びている。中間板部３４３は、軸方向ＤＲａの一方側の端部が
前縁板部３４１に接続され、軸方向ＤＲａの他方側の端部が後縁板部３４２に接続されて
いる。中間板部３４３の一部は、径方向ＤＲｒにおいて上流縁部５７１に対向している。
【００５８】
　後縁板部３４２は、第１ブレード３１に対して径方向ＤＲｒの外側に位置する部位であ
る。後縁板部３４２は、径方向ＤＲｒに沿って、第１ブレード３１の後縁３１２から第２
ブレード３２の後縁３２２まで延びている。具体的には、後縁板部３４２は、上流縁部５
７１よりも径方向ＤＲｒの外側であって、上流縁部５７１よりも軸方向ＤＲａの他方側に
位置している。
【００５９】
　ここで、本実施形態の送風機１は、第２ブレード３２の後縁３２２が第１ブレード３１
の後縁３１２よりも径方向ＤＲｒの外側に位置している。このような構造では、第２ブレ
ード３２とスクロールケーシング５０の側壁部５１との間隔Ｓ２が第１ブレード３１と側
壁部５１との間隔Ｓ１に比べて小さくなる。このため、第２通風路５３２は、第１通風路
５３１に比べて通路面積が小さくなり、第２通風路５３２の圧力が第１通風路５３１の圧
力よりも高くなる場合がある。
【００６０】
　また、本実施形態の送風機１は、分割板３４の前縁板部３４１が仕切板５７の上流縁部
５７１よりも軸方向ＤＲａの一方側に位置している。このような構造では、第１翼通路３
１０から吹き出される空気が仕切板５７に衝突し難い。この場合、騒音を抑えることが可
能になるが、複数の第１ブレード３１の下流において空気の流量が増えて複数の第１ブレ
ード３１の下流における静圧が低下する。
【００６１】
　これらにより、本実施形態の送風機１は、第１ブレード３１の下流側での圧力よりも第
２ブレード３２の下流側での圧力が大きくなり易い。
【００６２】
　第１ブレード３１の下流側での圧力よりも第２ブレード３２の下流側での圧力が大きく
なり易いと、第２翼通路３２０から吹き出された空気が分割板３４と仕切板５７との隙間
を介して第１通風路５３１に流入してしまう虞がある。
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【００６３】
　これらを考慮し、本実施形態の送風機１は、仕切板５７に対して気流転向部８０が設け
られている。気流転向部８０は、後縁板部３４２と仕切板５７との隙間に向かう内気の向
きを仕切板５７から離れる方向に転向させるものである。気流転向部８０は、仕切板５７
のうち、後縁板部３４２よりも径方向ＤＲｒの外側に設けられている。
【００６４】
　気流転向部８０は、軸方向ＤＲａの他方側から一方側に向けて窪んだ窪部８１を含んで
構成されている。具体的には、窪部８１は、仕切板５７における第２通風路５３２を形成
する内面に形成された略円弧状の凹部で構成されている。また、仕切板５７における第１
通風路５３１を形成する内面は、窪部８１が形成されている部位が、軸方向ＤＲａの一方
側から他方側に向けて略円弧状に突き出ている。
【００６５】
　窪部８１は、ファン軸心ＣＬを中心とする周方向において途切れることなく全域に形成
されている。これによると、周方向の全域で、後縁板部３４２と仕切板５７との隙間に向
かう内気の向きを気流転向部８０によって仕切板５７から離れる方向に転向させることが
できる。なお、窪部８１は、ファン軸心ＣＬを中心とする周方向において一部途切れる箇
所があってもよい。
【００６６】
　窪部８１は、仕切板５７のうち後縁板部３４２よりも径方向ＤＲｒの外側に位置する部
分から側壁部５１との接続部位までの範囲に設けられている。具体的には、窪部８１は、
径方向ＤＲｒの幅寸法Ｌｖ１が、仕切板５７のうち後縁板部３４２よりも径方向ＤＲｒの
外側に位置する部位の幅寸法Ｌｖ２よりも小さい。また、窪部８１は、軸方向ＤＲａの高
さ寸法Ｌｈ１が、分割板３４の軸方向ＤＲａの高さ寸法Ｌｈ２よりも小さい。
【００６７】
　ここで、仕切板５７は、上流縁部５７１から気流転向部８０に至る上流部位５７０を有
する。この上流部位５７０と気流転向部８０との間には、図３に示すように、形状が変化
する変化点ＣＰがある。変化点ＣＰは、気流転向部８０のうち最も径方向ＤＲｒの内側に
位置する部分である。
【００６８】
　気流転向部８０は、変化点ＣＰにおける上流部位５７０に対する傾き角度θｓ１が、変
化点ＣＰと後縁板部３４２の下流側の端部とを結ぶ仮想線ＶＬの上流部位５７０に対する
傾き角度θｖ１に比べて大きくなっている。
【００６９】
　傾き角度θｓ１は、気流転向部８０を構成する窪部８１の変化点ＣＰでの接線ＴＬと径
方向ＤＲｒに沿って延びる上流部位５７０とのなす角度である。本例では、接線ＴＬが軸
方向ＤＲａに沿って延びている。このため、傾き角度θｓ１は、略９０°となる。
【００７０】
　一方、本例の傾き角度θｖ１は、１５°～３０°程度となり、傾き角度θｓ１に比べて
充分に小さい。なお、本例では、変化点ＣＰと後縁板部３４２の径方向ＤＲｒの端面にお
ける上端とを通る直線を仮想線ＶＬとしている。
【００７１】
　以上説明した送風機１は、仕切板５７のうち後縁板部３４２よりも径方向ＤＲｒの外側
に気流転向部８０を構成する窪部８１が設けられている。このため、第２翼通路３２０か
ら第２通風路５３２に吹き出された内気が、後縁板部３４２と仕切板５７との隙間に向か
って流れたとしても、当該内気の向きが、図２の矢印Ｆｒ１に示すように、気流転向部８
０によって仕切板５７から離れる方向に転向される。具体的には、後縁板部３４２と仕切
板５７との隙間に向かって流れる内気は、窪部８１の内面に沿って円弧状に流れることで
仕切板５７から離れる方向に転向される。
【００７２】
　これにより、内気が後縁板部３４２と仕切板５７との隙間に流入し難くなるので、後縁
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板部３４２と仕切板５７との隙間を介した内気の第１通風路５３１への流入が抑えられる
。すなわち、外部から吸い込んだ外気に内気が混入してしまうことを抑制することができ
る。
【００７３】
　特に、仕切板５７における形状の変化点ＣＰにおける気流転向部８０の上流部位５７０
に対する傾き角度θｓ１が、変化点ＣＰと後縁板部３４２の端部とを結ぶ仮想線ＶＬの上
流部位５７０に対する傾き角度θｖ１に比べて大きくなっている。
【００７４】
　これによると、後縁板部３４２と仕切板５７との隙間に向かう内気の向きが、気流転向
部８０によって後縁板部３４２と仕切板５７との隙間に向かない向きに転向される。これ
により、後縁板部３４２と仕切板５７との隙間を介した内気の第１通風路５３１への流入
が充分に抑えられる。
【００７５】
　（第１実施形態の変形例）
　第１実施形態では、窪部８１として略円弧状の凹部で構成されているものを例示したが
、窪部８１はこれに限らず、円弧以外の内面を有する凹部で構成されていてもよい。また
、窪部８１は、例えば、仕切板５７に形成された溝で構成されていてもよい。この場合、
仕切板５７は、第１通風路５３１を形成する内面の全体が平坦になっていてもよい。なお
、窪部８１は、軸方向ＤＲａの高さ寸法Ｌｈ１が、分割板３４の軸方向ＤＲａの高さ寸法
Ｌｈ２以上になっていてもよい。
【００７６】
　第１実施形態では、窪部８１として仕切板５７のうち後縁板部３４２よりも径方向ＤＲ
ｒの外側に位置する部分から側壁部５１との接続部位までの範囲に設けられているものを
例示したが、窪部８１はこれに限定されない。窪部８１は、例えば、仕切板５７のうち後
縁板部３４２よりも径方向ＤＲｒの外側に位置する部分から側壁部５１との接続部位の手
前までの範囲に設けられていてもよい。
【００７７】
　（第２実施形態）
　次に、第２実施形態について、図４、図５を参照しつつ説明する。本実施形態は、第１
実施形態と異なる部分について主に説明する。
【００７８】
　図４および図５に示すように、気流転向部８０は、窪部８１ではなく、上流部位５７０
に対して軸方向ＤＲａの一方側にオフセットされたオフセット部８２および当該オフセッ
ト部８２と上流部位５７０とを接続する接続部８３を含んで構成されている。仕切部５７
は、気流転向部８０のオフセット部８２および接続部８３が設けられていることで、全体
として上方側に凹んだ形状になっている。
【００７９】
　オフセット部８２および接続部８３は、ファン軸心ＣＬを中心とする周方向において途
切れることなく全域に形成されている。なお、オフセット部８２および接続部８３は、フ
ァン軸心ＣＬを中心とする周方向において一部途切れる箇所があってもよい。
【００８０】
　オフセット部８２は、径方向ＤＲｒに沿って延びている。オフセット部８２は、第１通
風路５３１を形成する内面および第２通風路５３２を形成する内面それぞれが平坦になっ
ている。オフセット部８２は、径方向ＤＲｒの外側が側壁部５１に接続されている。
【００８１】
　接続部８３は、軸方向ＤＲａに沿って延びている。接続部８３は、軸方向ＤＲａの他方
側が上流部位５７０の径方向ＤＲｒの外側に接続され、軸方向ＤＲａの一方側がオフセッ
ト部８２の径方向ＤＲｒの内側に接続されている。
【００８２】
　ここで、接続部８３は、オフセット部８２における第１通風路５３１を形成する内面が
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、前縁板部３４１の上面と面一となるように軸方向ＤＲａの高さ寸法Ｌｈ３が設定されて
いる。これにより、前縁板部３４１に沿って第１通風路５３１に流れる外気が、オフセッ
ト部８２における第１通風路５３１を形成する内面と接続部８３とが交差して形成される
角部８３１に衝突してしまうことを抑制することができる。
【００８３】
　本実施形態の仕切板５７は、上流部位５７０と接続部８３とが交差して形成される角部
が変化点ＣＰになっている。この変化点ＣＰにおける上流部位５７０に対する傾き角度θ
ｓ２は、第１実施形態と同様に、変化点ＣＰと後縁板部３４２の端部とを結ぶ仮想線ＶＬ
の上流部位５７０に対する傾き角度θｖ２に比べて大きくなっている。
【００８４】
　傾き角度θｓ２は、上述の変化点ＣＰでの接線ＴＬと径方向ＤＲｒに沿って延びる上流
部位５７０とのなす角度である。本例では、接線ＴＬが軸方向ＤＲａに沿って延びている
ため、傾き角度θｓ２は、略９０°となる。また、本例の傾き角度θｖ２は、１５°～３
０°程度となり、傾き角度θｓ２に比べて充分に小さい。
【００８５】
　気流転向部８０以外の他の構成は、第１実施形態と同様である。本実施形態の気流転向
部８０は、オフセット部８２および接続部８３を含んでいる。このため、第２翼通路３２
０から第２通風路５３２に吹き出された内気が、後縁板部３４２と仕切板５７との隙間に
向かって流れたとしても、当該内気の向きが、図４の矢印Ｆｒ２に示すように、気流転向
部８０によって仕切板５７から離れる方向に転向される。具体的には、オフセット部８２
に沿って後縁板部３４２と仕切板５７との隙間に向かって流れる内気は、接続部８３に衝
突することで仕切板５７から離れる方向に転向される。
【００８６】
　これにより、内気が後縁板部３４２と仕切板５７との隙間に流入し難くなるので、後縁
板部３４２と仕切板５７との隙間を介した内気の第１通風路５３１への流入が抑えられる
。すなわち、外部から吸い込んだ外気に内気が混入してしまうことを抑制することができ
る。
【００８７】
　加えて、仕切板５７における形状の変化点ＣＰにおける気流転向部８０の上流部位５７
０に対する傾き角度θｓ２が、変化点ＣＰと後縁板部３４２の端部とを結ぶ仮想線ＶＬの
上流部位５７０に対する傾き角度θｖ２に比べて大きくなっている。このため、第１実施
形態と同様に、内気の第１通風路５３１への流入が充分に抑えられる。
【００８８】
　（第２実施形態の変形例）
　第２実施形態では、オフセット部８２が径方向ＤＲｒに沿って延びているものを例示し
たが、オフセット部８２はこれに限定されない。オフセット部８２は、例えば、径方向Ｄ
Ｒｒに交差する方向に延びていてもよい。また、オフセット部８２は、平坦ではなく少な
くとも一部が湾曲していてもよい。
【００８９】
　第２実施形態では、接続部８３が軸方向ＤＲａに沿って延びているものを例示したが、
接続部８３はこれに限定されない。接続部８３は、例えば、軸方向ＤＲａに交差する方向
に延びていてもよい。
【００９０】
　第２実施形態では、オフセット部８２における第１通風路５３１を形成する内面が、前
縁板部３４１の上面と面一となるように接続部８３の軸方向ＤＲａの高さ寸法Ｌｈ３が設
定されているものを例示したが、これに限定されない。
【００９１】
　オフセット部８２における第１通風路５３１を形成する内面が、前縁板部３４１の上面
よりも軸方向ＤＲａの他方側に位置するように接続部８３の軸方向ＤＲａの高さ寸法Ｌｈ
３が設定されていてもよい。この場合、前縁板部３４１に沿って第１通風路５３１に流れ
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る外気が角部８３１に衝突してしまうことを抑制することができる。
【００９２】
　また、オフセット部８２における第１通風路５３１を形成する内面が、前縁板部３４１
の上面よりも軸方向ＤＲａの一方側に位置するように接続部８３の軸方向ＤＲａの高さ寸
法Ｌｈ３が設定されていてもよい。
【００９３】
　（第３実施形態）
　次に、第３実施形態について、図６、図７を参照しつつ説明する。本実施形態は、第１
実施形態と異なる部分について主に説明する。
【００９４】
　図６および図７に示すように、気流転向部８０は、窪部８１ではなく、径方向ＤＲｒの
内側に比べて径方向ＤＲｒの外側が軸方向ＤＲａの一方側に位置するように傾斜した傾斜
部８４を含んで構成されている。仕切部５７は、気流転向部８０の傾斜部８４が設けられ
ていることで、全体として上方側に凹んだ形状になっている。
【００９５】
　傾斜部８４は、ファン軸心ＣＬを中心とする周方向において途切れることなく全域に形
成されている。なお、傾斜部８４は、ファン軸心ＣＬを中心とする周方向において一部途
切れる箇所があってもよい。
【００９６】
　傾斜部８４は、径方向ＤＲｒおよび軸方向ＤＲａそれぞれに対して交差する方向に沿っ
て延びている。傾斜部８４は、第１通風路５３１を形成する内面および第２通風路５３２
を形成する内面それぞれが平坦になっている。傾斜部８４は、径方向ＤＲｒの外側が側壁
部５１に接続されている。
【００９７】
　本実施形態の仕切板５７は、上流部位５７０と傾斜部８４とが交差して形成される角部
が変化点ＣＰになっている。傾斜部８４は、変化点ＣＰにおける上流部位５７０に対する
傾き角度θｓ３が、変化点ＣＰと後縁板部３４２の端部とを結ぶ仮想線ＶＬの上流部位５
７０に対する傾き角度θｖ３に比べて大きくなっている。
【００９８】
　傾き角度θｓ３は、上述の変化点ＣＰでの接線ＴＬと径方向ＤＲｒに沿って延びる上流
部位５７０とのなす角度である。本例では、傾き角度θｓ３は、略４５～６０°となる。
また、本例の傾き角度θｖ３は、１５°～３０°程度となり、傾き角度θｓ３に比べて小
さい。
【００９９】
　気流転向部８０以外の他の構成は、第１実施形態と同様である。本実施形態の気流転向
部８０は、傾斜部８４を含んでいる。このため、第２翼通路３２０から第２通風路５３２
に吹き出された内気が、後縁板部３４２と仕切板５７との隙間に向かって流れたとしても
、当該内気の向きが、図６の矢印Ｆｒ３に示すように、気流転向部８０によって仕切板５
７から離れる方向に転向される。具体的には、後縁板部３４２と仕切板５７との隙間に向
かって流れる内気は、傾斜部８４に沿って流れることで仕切板５７から離れる方向に転向
される。
【０１００】
　これにより、内気が後縁板部３４２と仕切板５７との隙間に流入し難くなるので、後縁
板部３４２と仕切板５７との隙間を介した内気の第１通風路５３１への流入が抑えられる
。すなわち、外部から吸い込んだ外気に内気が混入してしまうことを抑制することができ
る。
【０１０１】
　加えて、仕切板５７における形状の変化点ＣＰにおける気流転向部８０の上流部位５７
０に対する傾き角度θｓ３が、変化点ＣＰと後縁板部３４２の端部とを結ぶ仮想線ＶＬの
上流部位５７０に対する傾き角度θｖ３に比べて大きくなっている。このため、第１実施
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形態と同様に、内気の第１通風路５３１への流入が充分に抑えられる。
【０１０２】
　（第３実施形態の変形例）
　第３実施形態では、傾斜部８４として直線状に延びるものを例示したが、これに限定さ
れない。傾斜部８４は、曲線状に延びていたり、直線部分および曲線部分それぞれを有し
ていたりしてもよい。
【０１０３】
　（第４実施形態）
　次に、第４実施形態について、図８、図９を参照しつつ説明する。本実施形態は、第１
実施形態と異なる部分について主に説明する。
【０１０４】
　図８および図９に示すように、気流転向部８０は、窪部８１ではなく、軸方向ＤＲａの
一方側から他方側に突き出るリブ８５を含んで構成されている。リブ８５は、軸方向ＤＲ
ａに沿って延びている。リブ８５は断面形状が矩形状になっている。
【０１０５】
　リブ８５は、ファン軸心ＣＬを中心とする周方向において途切れることなく全域に形成
されている。なお、リブ８５は、ファン軸心ＣＬを中心とする周方向において一部途切れ
る箇所があってもよい。
【０１０６】
　リブ８５は、仕切板５７のうち後縁板部３４２よりも径方向ＤＲｒの外側に位置する部
位に形成されている。具体的には、リブ８５は、径方向ＤＲｒにおいて、側壁部５１より
も後縁板部３４２に近い位置に設けられている。
【０１０７】
　リブ８５は、軸方向ＤＲａの寸法としてのリブ高さＬａが、仕切板５７における後縁板
部３４２に対向する面５７２と後縁板部３４２における仕切板５７に対向する対向面３４
２ａの反対側の面３４２ｂとの軸方向ＤＲａの間隔Ｌｂよりも小さくなっている。
【０１０８】
　また、リブ８５は、リブ高さＬａが、仕切板５７における後縁板部３４２に対向する面
５７２と後縁板部３４２における仕切板５７に対向する対向面３４２ａとの軸方向ＤＲａ
の間隔Ｌｃよりも大きくなっている。
【０１０９】
　本実施形態の仕切板５７は、上流部位５７０とリブ８５とが交差して形成される角部が
変化点ＣＰになっている。リブ８５は、変化点ＣＰにおける上流部位５７０に対する傾き
角度θｓ４が、変化点ＣＰと後縁板部３４２の端部とを結ぶ仮想線ＶＬの上流部位５７０
に対する傾き角度θｖ４に比べて大きくなっている。
【０１１０】
　傾き角度θｓ４は、上述の変化点ＣＰでの接線ＴＬと径方向ＤＲｒに沿って延びる上流
部位５７０とのなす角度である。本例では、接線ＴＬが軸方向ＤＲａに沿って延びている
ため、傾き角度θｓ４は、略９０°となる。また、本例の傾き角度θｖ４は、１５°～３
０°程度となり、傾き角度θｓ４に比べて小さい。
【０１１１】
　気流転向部８０以外の他の構成は、第１実施形態と同様である。本実施形態の気流転向
部８０は、リブ８５を含んでいる。このため、第２翼通路３２０から第２通風路５３２に
吹き出された内気が、後縁板部３４２と仕切板５７との隙間に向かって流れたとしても、
当該内気の向きが、図８の矢印Ｆｒ４に示すように、気流転向部８０によって仕切板５７
から離れる方向に転向される。具体的には、後縁板部３４２と仕切板５７との隙間に向か
って流れる内気は、リブ８５に衝突することで仕切板５７から離れる方向に転向される。
【０１１２】
　これにより、内気が後縁板部３４２と仕切板５７との隙間に流入し難くなるので、後縁
板部３４２と仕切板５７との隙間を介した内気の第１通風路５３１への流入が抑えられる
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。すなわち、外部から吸い込んだ外気に内気が混入してしまうことを抑制することができ
る。
【０１１３】
　加えて、仕切板５７における形状の変化点ＣＰにおける気流転向部８０の上流部位５７
０に対する傾き角度θｓ４が、変化点ＣＰと後縁板部３４２の端部とを結ぶ仮想線ＶＬの
上流部位５７０に対する傾き角度θｖ４に比べて大きくなっている。このため、第１実施
形態と同様に、内気の第１通風路５３１への流入が充分に抑えられる。
【０１１４】
　また、リブ８５のリブ高さＬａは、仕切板５７における後縁板部３４２に対向する面５
７２と後縁板部３４２における仕切板５７に対向する対向面３４２ａの反対側の面３４２
ｂとの軸方向ＤＲａの間隔Ｌｂよりも小さくなっている。これによれば、リブ８５が径方
向ＤＲｒにおいて第２翼通路３２０と重なり合わないので、第２翼通路３２０から吹き出
された気流がリブ８５に衝突してしまうことを抑制することができる。
【０１１５】
　さらに、リブ８５のリブ高さＬａは、仕切板５７における後縁板部３４２に対向する面
５７２と後縁板部３４２における仕切板５７に対向する対向面３４２ａとの軸方向ＤＲａ
の間隔Ｌｃよりも大きくなっている。これによれば、リブ８５が径方向ＤＲｒにおいて後
縁板部３４２と仕切板５７との隙間と重なり合うので、内気が後縁板部３４２と仕切板５
７との隙間に流入し難くなる。
【０１１６】
　（第４実施形態の変形例）
　第４実施形態では、リブ８５として、軸方向ＤＲａに沿って延びるとともに断面形状が
矩形状になっているものを例示したが、リブ８５はこれに限定されない。リブ８５は、例
えば、軸方向ＤＲａに対して交差する方向に延びていてもよい。また、リブ８５は、例え
ば、断面形状が三角形状や円弧状になっていてもよい。
【０１１７】
　また、リブ８５のリブ高さＬａは、仕切板５７の一方の面５７２と後縁板部３４２の反
対側の面３４２ｂとの間隔Ｌｂ以上になっていてもよいし、仕切板５７の一方の面５７２
と後縁板部３４２の対向面３４２ａとの間隔Ｌｃ以下になっていてもよい。
【０１１８】
　（第５実施形態）
　次に、第５実施形態について、図１０を参照しつつ説明する。本実施形態は、第１実施
形態と異なる部分について主に説明する。
【０１１９】
　図１０に示すように、本実施形態のファン３０は、分割板３４Ａとして、全体が径方向
ＤＲｒに沿って延びるものが採用されている。すなわち、分割板３４Ａは、径方向ＤＲｒ
の外側の部位だけでなく、径方向ＤＲｒの内側の部位についても、当該上流縁部５７１よ
りも軸方向ＤＲａの他方側に位置している。
【０１２０】
　具体的には、分割板３４Ａは、前縁板部３４１、後縁板部３４２、および中間板部３４
３が径方向ＤＲｒに沿って一列に並ぶとともに、その全体が、上流縁部５７１よりも軸方
向ＤＲａの他方側に位置している。
【０１２１】
　その他の構成は、第１実施形態と同様である。本実施形態の送風機１は、第１実施形態
と共通した構成または均等な構成を備えており、当該構成から奏させる作用効果を第１実
施形態と同様に得ることができる。
【０１２２】
　（第５実施形態の変形例）
　第５実施形態では、気流転向部８０が第１実施形態で説明した窪部８１で構成されてい
る送風機１を例示したが、送風機１はこれに限定されない。第５実施形態の送風機１は、
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例えば、気流転向部８０が第２～第４実施形態で説明したもので構成されていてもよい。
【０１２３】
　また、分割板３４Ａは、少なくとも後縁板部３４２が上流縁部５７１よりも軸方向ＤＲ
ａの他方側に位置していれば、後縁板部３４２よりも内側の部分がどのような形態になっ
ていてもよい。
【０１２４】
　（他の実施形態）
　以上、本開示の代表的な実施形態について説明したが、本開示は、上述の実施形態に限
定されることなく、例えば、以下のように種々変形可能である。
【０１２５】
　上述の実施形態では、送風機１として、内外気箱１０により空気の吸込モードが切り替
えられるものを例示したが、送風機１はこれに限定されない。送風機１は、少なくとも内
外気モードが実現可能に構成されていればよい。すなわち、本開示の送風機１において内
外気箱１０は必須となるわけではない。
【０１２６】
　上述の実施形態では、内外気箱１０と吸込口形成部６０との間にフィルタ２０が配置さ
れたものを例示したが、送風機１はこれに限定されない。送風機１は、例えば、内外気箱
１０の内側にフィルタ２０が配置されていたり、フィルタ２０が省略されていたりしても
よい。
【０１２７】
　上述の実施形態では、ファン３０として、第２ブレード３２の翼弦長が第１ブレード３
１の翼弦長よりも大きくなっているものを例示したが、ファン３０はこれに限定されない
。ファン３０は、例えば、第２ブレード３２の翼弦長が第１ブレード３１の翼弦長と同等
になっていてもよい。
【０１２８】
　上述の実施形態では、ファン３０を収容するケーシングとしてスクロールケーシング５
０を例示したが、当該ケーシングは、スクロールケーシング５０以外のケーシングで構成
されていてもよい。
【０１２９】
　上述の実施形態では、気流転向部８０として複数の形態を説明したが、気流転向部８０
は、これら複数の形態を可能な範囲で組み合せたもので構成されていてもよい。
【０１３０】
　上述の実施形態の如く、気流転向部８０は、変化点ＣＰにおける上流部位５７０に対す
る傾き角度が、変化点ＣＰと後縁板部３４２の端部とを結ぶ仮想線ＶＬの上流部位５７０
に対する傾き角度に比べて大きいことが望ましいが、これに限定されない。気流転向部８
０は、例えば、変化点ＣＰにおける上流部位５７０に対する傾き角度が、変化点ＣＰと後
縁板部３４２の端部とを結ぶ仮想線ＶＬの上流部位５７０に対する傾き角度よりも小さく
なっていてもよい。
【０１３１】
　上述の実施形態では、本開示の送風機１を、外気および内気を区分して車室内へ吹き出
すことが可能な内外気二層式の車両用空調装置に適用した例について説明したが、送風機
１の適用対象は、車両用空調装置以外の装置にも適用可能である。
【０１３２】
　上述の実施形態において、実施形態を構成する要素は、特に必須であると明示した場合
および原理的に明らかに必須であると考えられる場合等を除き、必ずしも必須のものでは
ないことは言うまでもない。
【０１３３】
　上述の実施形態において、実施形態の構成要素の個数、数値、量、範囲等の数値が言及
されている場合、特に必須であると明示した場合および原理的に明らかに特定の数に限定
される場合等を除き、その特定の数に限定されない。
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【０１３４】
　上述の実施形態において、構成要素等の形状、位置関係等に言及するときは、特に明示
した場合および原理的に特定の形状、位置関係等に限定される場合等を除き、その形状、
位置関係等に限定されない。
【０１３５】
　（まとめ）
　上述の実施形態の一部または全部で示された第１の観点によれば、送風機のファンは、
複数の第１ブレードと、複数の第２ブレードと、分割板と、を含む。ケーシングの内側に
は、空気の通風路を車室外空気が流入する第１通風路と車室内空気が流入する第２通風路
とに仕切る仕切板が設けられている。分割板は、第１ブレードに対して径方向の外側に位
置する後縁板部が、仕切板におけるファンに対向する上流縁部よりも径方向の外側であっ
て上流縁部よりも軸方向の他方側に位置付けられている。仕切板には、後縁板部よりも径
方向の外側に、後縁板部と仕切板との隙間に向かう車室内空気の向きを仕切板から離れる
方向に転向させる気流転向部が設けられている。
【０１３６】
　第２の観点によれば、仕切板は、上流縁部から気流転向部に至る上流部位を有する。上
流部位と気流転向部との間に形状が変化する変化点があり、変化点における気流転向部の
上流部位に対する傾き角度が、変化点と後縁板部の端部とを結ぶ仮想線の上流部位に対す
る傾き角度に比べて大きくなっている。
【０１３７】
　これによると、後縁板部と仕切板との隙間に向かう車室内空気の向きが、気流転向部に
よって後縁板部と仕切板との隙間に向かない向きに転向される。これにより、後縁板部と
仕切板との隙間を介した車室内空気の第１通風路への流入が充分に抑えられる。
【０１３８】
　第３の観点によれば、気流転向部は、軸方向の他方側から一方側に向けて窪んだ窪部を
含んでいる。これによれば、仕切板に沿って後縁板部と仕切板との隙間に向かう車室内空
気が、当該隙間に到達する前に窪部に沿って流れることで、車室内空気の向きが仕切板か
ら離れる方向に転向される。
【０１３９】
　第４の観点によれば、気流転向部は、上流部位に対して軸方向の一方側にオフセットさ
れたオフセット部およびオフセット部と上流部位とを接続する接続部を含んでいる。これ
によれば、仕切板に沿って後縁板部と仕切板との隙間に向かう車室内空気がオフセット部
および接続部に沿って流れる際に仕切板から離れる方向に転向される。
【０１４０】
　第５の観点によれば、気流転向部は、径方向の内側に比べて径方向の外側が軸方向の一
方側に位置するように傾斜した傾斜部を含んでいる。これによれば、仕切板に沿って後縁
板部と仕切板との隙間に向かう車室内空気が傾斜部に沿って流れる際に仕切板から離れる
方向に転向される。
【０１４１】
　第６の観点によれば、気流転向部は、軸方向の他方側に向けて突き出るリブを含んでい
る。これによれば、仕切板に沿って後縁板部と仕切板との隙間に向かう車室内空気がリブ
に衝突して仕切板から離れる方向に転向される。
【０１４２】
　第７の観点によれば、リブは、軸方向の寸法としてのリブ高さが、仕切板における後縁
板部に対向する面と後縁板部における仕切板に対向する対向面の反対側の面との軸方向の
間隔よりも小さくなっている。これによれば、リブが径方向において第２翼通路と重なり
合わないので、第２翼通路から吹き出された気流がリブに衝突してしまうことを抑制する
ことができる。
【符号の説明】
【０１４３】
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　３０　　　ファン
　３４　　　分割板
　３４２　　後縁板部
　５０　　　スクロールケーシング（ケーシング）
　５７　　　仕切板
　５７１　　上流縁部
　７０　　　分離筒
　７２　　　筒状部
　８０　　　気流転向部
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【図３】
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